
公益財団法人　山梨県生活衛生営業指導センター
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【主要事業の概要】
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※個人の年齢、年収が容易に推定できるため不記載
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生活衛生営業振興事業

令和 ５

経営相談指導事業

標準営業約款（Ｓマー
ク）の登録普及促進事
業

年度

各年度体制

理事（常勤） 1
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目 的
経 緯
概況等

　「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、県に一を限って指定された機関
であり、県内の生活衛生関係営業（以下「生衛業」という。）の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向
上を図るとともに、利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的に設置された。
なお、生活衛生関係営業とは、理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、鮨商、食肉業、公衆浴場、興行
場、社交飲食業など県民生活に密接な係わりがある18業種である。
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【 法 人 の 概 要 】

代 表 者 名 所管部（局）課 福祉保健部衛生薬務課

所 在 地 甲府市南口町４－８ 電 話 番 号 055-232-1071

理事長　古屋　育男

法人名

主
な
出
資
者
等

出資順位
1

4
3

6

ホームページＵＲＬ https://www.seiei.or.jp/yamanashi/

資本金（基本財産） 千円

5

8
7

団体（者）

出資者名等
山梨県生活衛生同業組合連合協議会
山梨県2

E-mail ア ド レ ス yamanashicenter@seiei.or.jp

令和６年度令和５年度令和４年度

2,469 2,479

5,000

事業費（単位：千円）
内容

生活衛生同業組合及び生衛業者を対象とした衛生施設
の改善及び経営、融資、税務等の相談指導事業

63

2,200 2,200

2,486

124

2,200

設 立 年 月 日 昭和59年9月3日

Ｓマーク登録制度は、利用者や消費者が生衛業から受
けるサービスや商品を購入する際の選択の利便を図る
事業
生活衛生関係営業の衛生水準の向上と振興を図る事
業

120

5,000



【経営の状況】 （単位：千円）
令和４年度 令和５年度 令和６年度 増減

0 0 1 1
286 283 280 △ 3

1,855 2,140 2,115 △ 25
59 28 78 50

16,912 17,074 17,258 184
103 103 109 6

19,215 19,628 19,841 213
事業費 17,721 18,277 18,489 212

うち人件費 11,140 11,162 11,405 243
管理費 943 957 974 17

うち人件費 778 779 792 13
経常支出　計　 18,664 19,234 19,463 229

551 394 378 △ 16
0
0

0 0 0 0
551 394 378 △ 16

10,017 10,411 10,789 378
（単位：千円）

令和４年度 令和５年度 令和６年度 増減
4,734 5,371 5,979 608
6,009 5,931 5,584 △ 347

10,743 11,302 11,563 261
726 891 773 △ 118

0
0
0

726 891 773 △ 118
10,017 10,411 10,790 379

うち基本財産への充当額 5,000 5,000 5,000 0
うち特定資産への充当額 0

（単位：千円）
令和４年度 令和５年度 令和６年度 増減

0
人件費補助金 11,661 11,730 11,961 231
人件費以外の補助金 1,394 1,399 1,406 7

13,055 13,129 13,367 238
3,857 3,945 3,891 △ 54

16,912 17,074 17,258 184
人件費委託金 0
人件費以外の委託金 0

委託金　計 0 0 0 0
16,912 17,074 17,258 184

88.0 87.0 87.0 0.0
0
0

内容・目的・金額

該当なし

生活衛生関係営業の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図るため、（公財）山梨県生活衛
生営業指導センターの人件費等を補助する。生活衛生関係営業対策事業費補助金（平成23年度～、県
1/2，国1/2）：13,367千円
生活衛生関係営業に関する経営相談・指導、苦情に関する指導、生活衛生関係営業に関する講習会の
開催、情報の発信、関係組合の振興等に要する事業費を補助する。生活衛生関係営業対策事業費補助
金（平成23年度～、県1/2、国1/2）：1,691千円、生活衛生営業振興事業費補助金（平成12年度～県
10/10）：2,200千円

該当なし
委託金

県債務負担
実際残高

該当なし

項目

負担金

補助金
（事業費）

補助金
（運営費）

正味財産

県
の
財
政
的
関
与
の
状
況

項　　　　　目
負担金

運営費補助金
事業費補助金

補助金　計

県支出金　計
県の財政的関与の割合（％）
県貸付金残高

財
務
状
況

項　　　　　目
流動資産
固定資産

県債務負担実際残高

資産　計

うち長期借入金

経常外支出
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
当期指定正味財産増減額
正味財産期末残高

【県の財政的関与の状況（令和６年度）】

負債　計

経常外収入

正
味
財
産
の
状
況

項　　　　　目
基本財産等運用益
受取会費・受取寄付金
受託事業収益
自主事業収益
受取補助金等
その他の収益

経常収入　計

当期経常増減額

流動負債
うち短期借入金

固定負債



【自己評価・評点集計】：（経営評価算出表により、法人自らが評価した結果を記入）

評価の視点 評価項目数 満点 評点 得点率

目的適合性 3 10 10 100.0%

計 画 性 3 10 10 100.0%

組織運営の
適 正 性 3 9 9 100.0%

財 務 状 況 7 42 37 88.1%

効 率 性 5 17 12 70.6%

21 88 78 88.6%

正味財産増減

流動比率

借入金依存率

債務超過

県の将来負担見込

回収不能債権

県の債務処理補助等

公益認定基準抵触

【出資法人の自己評価】：（各評価の視点毎に、法人自らによる分析・検証の結果及び対応策を記入）

目的適合性

計 画 性

組織運営の
適 正 性

財 務 状 況

効 率 性

総合的評価

対応策

評価ポイント

出資法人が当初の設立目的あるいは公益目的と適
合した業務を行っているかを問う視点

出資法人が長期的ビジョンを持って計画的に事業
運営に取り組んでいるかを問う視点

組織・人事・財務等の内部管理体制が適切に整
備、運用され、かつ情報公開による透明性の確保
が適切であるかを問う視点

出資法人の経営の安全性や収益性を問う視点

出資法人の組織の管理運営上における人的・物的
な経営資源が有効活用されているかを問う視点

【警戒指標数】

目標達成度

生衛業は零細な個人（家族）経営であることから法令に基づく行政施策を補完するきめ細やかな事業の実施が当
指導センターには求められている。今後、現経営基本計画、次期基本計画を踏まえ関係機関と連携し生活衛生同
業組合の活性化を図りながら、生活衛生関係営業に対する相談指導事業、衛生水準維持向上事業、地域の高齢
化に伴う健康福祉対策事業、後継者育成支援事業などを実施するとともに、法人として組織運営の適正化を進
め、自主財源の確保に努めて財務状況の改善を推し進め、財務状況、効率性の改善に努めていく。

合　　計

法人の設立目的である生活衛生関係営業に係る経営の健全化、衛生水準の維持向上並びに利用者
又は消費者の利益を擁護するための諸事業を実施している。目的適合性、計画性、組織運営の適正性
において高得点を達成したものの、財務状況、効率性においては、90%を下回っていることから、引き続
き、事業を着実かつ効率的に実施していく。

令和2年3月に策定した「第３次経営基本計画」に基づき、事業年度ごとに実施計画を立て目標や推進
方策を定め、実効性のある事業の実施に努めている。

生活衛生関係営業の経営の健全化及び振興を通じ、衛生水準の維持向上を図り、併せて利用者又は
消費者の利益を擁護するための事業を実施に努めた。

定款に基づく業務関係諸規程により適正に組織運営するとともに、生活衛生同業組合、行政機関、日
本政策金融公庫との会議等を通し、情報の共有化と組織の活性化を図った。

法律に基づき設置され、国庫補助を受ける法人として計画を定めて事業を実施している。標準営業約
款登録店舗の更新継続、新規登録店舗数が少なかったこと等から90％以上の得点率とはならなかった
が、概ね良好に運営できている。今後とも限られた予算でより効果的に事業を実施するとともに、自主
財源の確保に努める。

現行の職員体制（常勤2名、非常勤1名）でより効率性を意識し、生活衛生関係営業に係る経営、衛生、
融資等の相談指導や生活衛生同業組合の活性化事業等を実施した。新型コロナウイルス感染症以
降、対象者の多くが一人親方という状況から、対面による事業等への参加率等が減少傾向にあり、今
後オンライン利用等も検討していく中、関係機関と協働し、より効率的な運営を行うように努める。
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【法人担当部局の所見】：（法人所管部局による各評価の視点毎の分析、評価）

目的適合性

計画性

組織運営の
適正性

財務状況

効率性

総合的評価

【総合評価】：（経営検討委員会による総合評価）
A 得点率８０％以上かつ警戒指標なし

B 得点率７０％以上８０％未満または警戒指標が１

％ C 得点率６０％以上７０％未満または警戒指標が２

D 得点率６０％未満または警戒指標が３以上

【総合評価に対する今後の対応方針】

・法令に基づき指定された法人であり、行政施策を補完するきめ細かな事業の実施が求められ
ているが、目的適合性、計画性及び組織運営の適正性の得点率は100％であり、総合評価に
おいても88.6％と、組織は概ね適正に運営されている。
・財政状況が88.1％であったことから、今後も自主財源の確保に取り組むとともに、より効率
的、効果的な事業運営を実施していく必要がある。

生衛業の経営の健全化、施設の衛生水準の維持向上及び利用者または消費者の利益擁護を
図るため、相談事業や活性化推進事業を実施しており、活動内容は設立目的に十分適合して
いる。

令和2年3月に策定した「第３次経営基本計画」に基づき、令和2年度から令和6年度まで中長期
的視野に立った事業の推進に取り組んできた。令和7年3月「第４次経営基本計画」を策定して
おり、計画に沿って今後もより効果的、効率的に事業を実施していく必要がある。

人員構成は適正であり、業務に関する規定（服務、給与、旅費等）も整備されている。
事業内容、経理諸表についても情報公開を行っており、組織は適正に運営されている。

事業内容及び人件費は、法令や国の通知、基準予定額で定められていることから、経費縮減
は困難と思われる。自主財源の確保について検討する必要がある。

法令等で規定される事業の実施にあたり、専門知識を有する職員により、最小の人数で最大
の効果を上げるべく努力している。しかし、研修会等への参加者が減少していることから、対面
とオンラインのハイブリッド形式を採用する等、参加者増加に繋がる対策を検討していく必要が
ある。

警 戒 指 標 数

得 点 率 88.6
0

A

総合的所見

総合評価
ラ　ン　ク


